
【 「子どもの権利」を知る 】
こ けんり し

〈参加方法〉：下記の電話番号まで電話でお申し込みください。

〈参加条件〉：区内在住・在学で小学４年生～高校生の年代の方

開催日時 ( 計４回 )

区では、「（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例」の制定を見据えた取組を進めるにあたり、子どもの皆さんからさまざま

な方法で意見や思いをお聴きし、一人ひとりの意見を大切にしながら検討していきたいと考えています。

そこで！「子どもワークショップ」を開催します。子どもの権利を知って、自分たちが普段過ごしたり、あったらいいなと思う

居場所について、皆さんの思いや考えをグループで話し合ってみませんか？

申込み・問合せ ：子ども家庭部管理課子ども政策担当

電話/03-3312-2111(代表) (平日 8：30～17：15) FAX/03-5307-0686

〈 定員 〉：15名(お申込み受付は先着順とし、定員となり次第、締め切りとさせていただきます。)

【 グループワーク② 】
9 : 3 0 - 1 2 : 3 0

23
２ 祝・金

1 3 : 3 0 - 1 6 : 3 0
19

11 日

【 まとめ発表 】
9 : 3 0 - 1 2 : 3 0

30
３ 土

【 グループワーク① 】
1 4 : 0 0 - 1 7 : 0 0

16
12 土

令和６年 令和６年

子どもの権利について知り、もっといい杉並にしていこう。
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〈 その他〉：手話通訳が必要な方は事前にご相談ください。
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